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第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第１章   実施体制 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合は、事態を的

確に把握し、関係機関が一丸となって取組を推進することが重要である。そのため、

あらかじめ、役割を整理するとともに、有事の際に機能する指揮命令系統等の構築

と拡張可能な組織体制の編成及び確認、それぞれの役割を実現するための人員の調

整、縮小可能な業務の整理等を行う。 

また、研修や訓練を通じた課題の発見や改善、練度の向上等を図るとともに、定

期的な会議の開催等を通じて関係機関間の連携を強化する。 

 

1-1  行動計画の見直し 

市は、都行動計画に基づき、必要に応じて新型インフルエンザ等の発生に備えた

市行動計画を見直していく。【健康医療部】 

 

1-2  実践的な訓練の実施 

市は、政府行動計画及び都道府県行動計画の内容を踏まえ、新型インフルエンザ

等の発生に備えた実践的な訓練を実施する。【健康医療部】 

 

1-3  体制整備・強化 

①  市は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を実施

するために必要な人員体制等の確保及び有事においても維持すべき業務の継

続を図り、市における取組体制を整備・強化するため、業務継続計画の改定等

を進める。【総合経営部・生活安全部】 

②  市は、新型インフルエンザ等対策に携わる専門人材、職員等について、訓練

や養成等を推進する。【総務部・健康医療部】 

③  市は、有事において迅速に情報提供・共有を行い、助言を得ることができる

よう、医療、公衆衛生、社会経済等の感染症危機管理に関連する分野の専門家

と平時から連携を強化する。【健康医療部】 
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④  市として一体的・整合的ないわゆるワンボイス32での情報提供・共有を行う

ことができるよう、必要な体制を整備する。【市長公室】 

⑤  市は、平時から、国や都と連携し、市民等に対し、感染症に関する基本的な

情報や感染症の発生状況等の情報、新型インフルエンザ等に関する情報やその

対策等について、分かりやすく情報提供・共有を行う。【健康医療部】 

⑥  市は、感染症危機管理における情報収集・分析について、感染症対策におけ

る意思決定及び実務上の判断に活用可能な情報を入手する体制を構築する。

【健康医療部】 

⑦  市は、特措法の定めのほか、市対策本部（法定）に関し必要な事項を条例で

定める33。【生活安全部】 

⑧  市は、新型インフルエンザ等の発生時における全庁での対応体制の構築のた

め、研修や訓練等を実施するとともに、感染症対応部門と危機管理部門との連

携強化や役割分担に関する調整を行う。【市長公室・健康医療部】 

⑨  市は、都と連携し、新型インフルエンザ等対策に携わる医療従事者や専門人

材、職員等の養成等を行う。国やＪＩＨＳ、都の研修等を積極的に活用しつつ、

地域の感染症対策の中核となる保健所の人材の確保や育成に努める。【健康医

療部】 

 

1-4  市行動計画等の作成や体制整備・強化 

①  市は、市行動計画を作成・変更する。作成・変更する際には、あらかじめ、 

感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴く。

【健康医療部】 

 

②  市は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を実施

するために必要な人員等の確保及び有事においても維持すべき業務の継続を

図るため、業務継続計画を作成・変更する。【総合経営部・生活安全部】 

 

1-5  関係機関の連携の強化 

①  市は、国や都と連携し、新型インフルエンザ等の発生に備え、平時からの情

報共有、連携体制の確認及び訓練を実施する。【健康医療部】 

②  市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国内の業界団体や関連する学会

等の関係機関と情報交換等をはじめとした連携体制を構築する。【健康医療部】 

 
32 ワンボイスの原則とは、スポークスパーソンを一人に限定することではなく、危機管理を担う多様な情報源か

らであっても一貫した情報提供・共有をすることをいう。 

33 特措法第 26 条 
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③  市は、感染症法に基づき、保健所設置区市、感染症指定医療機関、東京都医

師会等の関係団体等により構成される東京都感染症対策連携協議会に参加し、

同協議会等を活用して、入院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、検査

体制や検査実施の方針、情報共有の在り方等について協議する。その協議結果

及び国が定める基本指針34等を踏まえた予防計画を策定・変更する。 

 なお、予防計画を策定・変更する際には、市行動計画及び地域保健対策の推

進に関する基本的な指針に基づく健康危機対処計画と整合性の確保を図る35。

【健康医療部】 

 
34 感染症法第９条及び第 10 条第 15 項 

35 感染症法第 10 条第 17 項 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合には、危機管

理として事態を的確に把握するとともに、市民の生命及び健康を保護するため、緊

急かつ総合的な対応を行う必要がある。そのため、準備期における検討等に基づき、

必要に応じて感染症対策会議36を開催し、市及び関係機関における対策の実施体制

を強化し、初動期における新型インフルエンザ等対策を迅速に実施する。 

 

2-1  新型インフルエンザ等の疑いを把握した場合の措置 

2-1-1  国・都からの情報収集 

市は、国や都から、鳥等との接触歴がなく、持続的なヒトーヒト感染の可能性が

確認されるなど、新型インフルエンザ等の関連情報を入手した場合には、生活安全

部と健康医療部との相互で情報共有し、必要に応じて市長に報告する。【健康医療

部】 

 

2-1-2  国内外の感染症情報収集等 

市は、保健所を中心に、国内外の感染症発生状況に関する情報を速やかに収集・

分析する。【健康医療部】 

 

2-1-3  感染症対策会議の開催 

市は、海外で新型インフルエンザ等の発生の疑いを確認した場合、必要に応じて

速やかに感染症対策会議を開催し、情報の収集・共有・分析を行うとともに、新型

インフルエンザ等の市内発生を見据え、市の初動対応について検討を行う。 

また、健康医療部と生活安全部で情報共有し、必要に応じて市長に報告する。 

【健康医療部・生活安全部】 

 

2-1-4  法律上の感染症の類型決定についての情報収集 

市は、国や都から、特措法、感染症法及び検疫法上の感染症の類型決定について

の情報収集を積極的に行う。【健康医療部】 

 

 

 
36新型インフルエンザ等の発生が国内で疑われる場合、または海外で発生した場合に、市内発生を見据えた初動

対応を検討する。 

保健所長、市長公室長、危機管理参事等で構成され、初動対処方針を協議・決定する。 
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2-2  新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置 

①  ＷＨＯが急速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生を公表（ＰＨＥＩ

Ｃ宣言等）する等、新型インフルエンザ等の発生が確認された場合には、国は、

直ちに関係部局や関係省庁等間での情報共有を行う。また、感染症の発生動向や、

状況の推移に応じ必要となる感染症法、検疫法及び特措法上の措置を的確に実施

するため、各法律の適用対象の類型のいずれに該当するかの検討を行い、必要と

なる政令の改正等を実施する。厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等が発生し

たと認めたときは、速やかにその旨を公表するとともに、内閣総理大臣に報告す

る。 

② 市は、国や都から新型インフルエンザ等が発生したと認める旨を公表すること

についての情報を入手した場合には、直ちに市長に報告するとともに、健康医療

部と生活安全部で情報共有する。【健康医療部】 

③ 内閣総理大臣は、新型インフルエンザ等の発生の報告があったときは、り患し

た場合の症状の程度が季節性インフルエンザとおおむね同程度以下と認められる

場合を除き、閣議にかけて、政府対策本部を設置し、当該政府対策本部の名称並

びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、公示する。 

④ 政府対策本部及び都対策本部が設置されることについての情報を入手した場合

は、直ちに市長に報告するとともに、健康医療部と生活安全部で情報共有し、市

は必要に応じて、八王子市新型インフルエンザ等対策本部37（以下「市対策本

部」という。）を設置することを検討し、新型インフルエンザ等対策に係る措置

の準備を進める。【生活安全部・健康医療部】 

⑤ 国は、ＪＩＨＳ等から提供される知見も踏まえつつ、推進会議の意見を聴いた

上で（緊急を要する場合で意見を聴くいとまがないときを除く。以下基本的対処

方針の策定・変更に際して推進会議の意見を聴く場合について同じ。）、政府行

動計画に基づいて基本的対処方針を決定し、直ちに公示し、周知を図る。 

⑥ 市は、必要に応じて、第１節（準備期）「1-3 体制整備・強化」「1-4 市行

動計画等の作成や体制整備・強化」を踏まえ、必要な人員体制の強化が可能とな

るよう、全庁的な対応を進める。【総合経営部・生活安全部】 

⑦ 国は、り患した場合の病状の程度が季節性インフルエンザとおおむね同程度以

下と認められる新型インフルエンザ等が発生したと判断される場合には、感染症

法等に基づく基本的な感染症対策を実施する。 

 

 
37 感染症拡大等の重大事態に対応するため、市長を本部長として設置され、情報収集及び総合調整、関係部署

の対策を統括する。 
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2-3  市対策本部の設置・開催等 

市は、政府対策本部及び都対策本部が設置された場合には、速やかに市対策本部

を設置し、新型インフルエンザ等対策に係る措置の準備を進める。 

市の本部会議については、第３部第１章（市における危機管理体制）の記載内容

を参照する。【生活安全部・健康医療部】 

 

2-3-1  市対策本部設置等の情報提供 

①  市は、事態及び市対策本部設置等について、記者会見、記者クラブへの資料配

布、ホームページへの掲載、ＳＮＳでの発信等を通じて市民や事業者等に対し、

迅速かつ積極的に情報提供を行う。【市長公室】 

②  市は、市の対応について国、都、医療機関等に迅速かつ的確に情報提供・共有

し、今後の対応について関係機関と緊密に連携していく。【健康医療部】 

 

2-3-2  市対策本部設置に当たっての全庁を挙げた体制の構築 

①  市は、事態の推移に応じて必要となる要員を「保健所健康危機対処計画（感染

症編）」に基づき柔軟かつ的確に確保し、全庁を挙げた体制を構築する。【総合

経営部・健康医療部】 

②  市は、業務継続計画に基づき既存業務を精査し、応援要員を確保するとともに、

職員が感染により不足しても継続業務を執行できる体制を構築する。【各部】 

 

2-4  迅速な対応の実施に必要な予算の確保 

市は、新型インフルエンザ等の発生及びその可能性がある事態を把握した際には、

必要となる予算を迅速に確保し、速やかに対策を実施する。また、必要に応じて、

国の財政支援の活用も踏まえ、対策に要する経費について地方債を発行する38こと

を検討し、所要の準備を行う。【財政部】 

 

 

 

 
38 特措法第 70 条の２第１項 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

初動期に引き続き、病原体の性状等に応じて、国内での新型インフルエンザ等の

発生から、特措法によらない基本的な感染症対策に移行し、流行状況が収束39する

まで、その間の病原体の変異も含め、長期間にわたる対応も想定されることから、

持続可能な実施体制とすることが重要である。 

感染症危機の状況並びに市民生活及び市民経済の状況や、各対策の実施状況に応

じて柔軟に対策の実施体制を整備し、見直すとともに、特に医療のひっ迫、病原体

の変異及びワクチンや治療薬・治療法の開発・確立等の大きな状況の変化があった

場合に、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることで、可能な限り早期にかつ少ない

影響で感染症危機に対応することを目指す。 

 

3-1  基本となる実施体制の在り方 

 市対策本部設置後においては、速やかに以下の実施体制をとる。 

 

3-1-1  対策の実施体制 

①  市は、国や都が定める基本的対処方針及びＪＩＨＳから提供される感染症の

特徴に関する情報、感染状況や医療提供体制のひっ迫状況、市民生活や市民経

済に関する情報等に基づき、適切な新型インフルエンザ等対策を実施する。【市

長公室・健康医療部】 

②  市は、都と連携し、市内の感染状況について一元的に情報を把握する体制を

整備した上で、収集した情報やリスク評価を踏まえて、地域の実情に応じた適

切な新型インフルエンザ等対策を実施する。【健康医療部】 

③  市は、新型インフルエンザ等対策に携わる職員の心身への影響を考慮し、必

要な対策を講ずる。【総務部・各部】 

 

3-1-2  国による総合調整及び指示 

①  国は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要がある

と認めるときは、基本的対処方針に基づき、都道府県及び指定公共機関に対し、

新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行う40。新型インフルエンザ等の

まん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにも

かかわらず、当該総合調整に基づく所要の措置が実施されず、都道府県及び指

 
39 患者が国内で発生しているが、特措法に基づく対策を必要としない流行状況にあること。 

40 特措法第 20 条第１項 
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定公共機関における緊急かつ一体的な対策が行われる必要がある等、新型イン

フルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるとき

は、その必要な限度において国は必要な指示を行う41。 

②  当該総合調整及び指示は、地方公共団体等における新型インフルエンザ等対

策を的確かつ迅速に実施することにより、他の地方公共団体や全国へのまん延

を防止することを目的として実施されるものである。例えば、地方公共団体間

で、施設の使用制限や営業時間の短縮等の措置の実施の方針が異なり、全国的

な感染拡大の防止を実効的に行う観点から当該地方公共団体において一体的な

対策を講ずる必要がある場合等に行われることが考えられる。 

③  国は、感染症法に基づき、都道府県等の区域を越えて人材確保又は移送を行

う必要がある場合等において、都道府県等、医療機関その他の関係機関に対し

て、まん延防止のために必要な措置に関する総合調整を行う42。あわせて、都道

府県等が感染症法等に定める事務の管理等を適切に行わない場合において、全

国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、国は必

要な指示を行う43。 

 なお、国は、都道府県等が行う新感染症に係る事務に関し必要な指示をしよう

とする際には、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴く44。ただし、緊急を要す

る場合には、指示した措置について、厚生科学審議会へ速やかに報告する45。 

 

3-1-3  都による総合調整 

①  都は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要がある

と認めるときは、都及び関係区市町村並びに関係指定（地方）公共機関が実施

する都の新型インフルエンザ等対策に関する総合調整等を行う46。 

②  都は、感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん

延を防止するため必要があると認めるときは、区市町村、医療機関、感染症試

験研究等機関その他の関係機関に対し、感染症法に定める入院勧告又は入院措

置その他のこれらの者が実施する措置に関し必要な総合調整を行う47。あわせて、

 
41 特措法第 20 条第３項。なお、ＪＩＨＳ以外の指定公共機関に対する指示は、緊急事態宣言時のみ可能である

（特措法第 33 条第１項）。 

42 感染症法第 44 条の５第１項、第 44 条の８又は第 51 条の４第１項 

43 感染症法第 51 条の５第１項又は第 63 条の２第２項 

44 感染症法第 51 条の５第２項 

45 感染症法第 51 条の５第３項 

46 特措法第 24 条第１項47 感染症法第 63 条の３第１項48 感染症法第 63 条の４49 特措法第 26 条の３第２項及び

第 26 条の４ 

47 感染症法第 63 条の３第１項48 感染症法第 63 条の４49 特措法第 26 条の３第２項及び第 26 条の４ 
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都は、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん延を防止するため緊急

の必要があると認めるときは、保健所設置区市に対し、感染症法に定める入院

勧告又は入院措置に関し必要な指示を行う48。 

 

3-1-4  職員の派遣・応援への対応 

①  市は、新型インフルエンザ等のまん延により、その全部又は大部分の事務を

行うことができなくなったと認めるときは、都に対し、特定新型インフルエン

ザ等対策の事務の代行を要請する。【健康医療部】 

②  市は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要が

あると認めるときは、他の区市町村又は都に対して応援を求める49。【健康医療

部】 

 

3-1-5  必要な財政上の措置 

市は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じて地方債を発行

して財源を確保50し、必要な対策を実施する。【財政部】 

 

3-2  まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の検討等 

まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の実施に係る手続等については、以下の

とおりとする。なお、これらの措置の実施に係る考え方等については、第６章（ま 

ん延防止）の記載を参照する。 

 

3-2-1  まん延防止等重点措置の公示 

3-2-1-1  まん延防止等重点措置の公示までの手続等 

国は、国内で発生した新型インフルエンザ等の状況又は都道府県からの要請

等も踏まえ、推進会議の意見を聴き、基本的対処方針を変更するとともに、ま

ん延防止等重点措置の公示等51を行う。まん延防止等重点措置の公示は、新型イ

ンフルエンザ等が国内で発生し、都道府県の特定の区域において感染が拡大

し、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあり、当該区域にお

ける新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を

集中的に実施する必要がある事態が発生した旨を示すものである。 

 

 
48 感染症法第 63 条の４49 特措法第 26 条の３第２項及び第 26 条の４ 

49 特措法第 26 条の３第２項及び第 26 条の４ 

50 特措法第 70 条の２第１項 

51 特措法第 31 条の６第１項52 特措法第 34 条第１項。 
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3-2-2  緊急事態宣言の手続 

新型インフルエンザ等緊急事態宣言（特措法第 32 条第 1 項に規定する新型イン

フルエンザ等緊急事態宣言をいい、以下「緊急事態宣言」という。）は、緊急事態

措置を講じなければ、医療提供体制の限界を超えてしまい、国民の生命及び健康を

保護できず、社会混乱を招くおそれが生じる事態であることを示すものである。 

 

3-2-3  市対策本部（法定）の設置 

 市は緊急事態宣言がなされた場合は、直ちに市対策本部(法定）を設置する52。 

市は、市域に係る緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認

めるときは、緊急事態措置に関する総合調整を行う53。 

また、市対策本部（法定）の設置については、市民や事業者等に対し、迅速に

情報提供を行う。【市長公室・総合経営部・生活安全部・健康医療部】 

 

3-3  特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の体制 

3-3-1  市対策本部（法定）の廃止 

市は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言（新型インフルエンザ等緊急事態

が終了した旨の公示をいう。）がなされたときは、遅滞なく市対策本部（法定）を

廃止する54。【総合経営部・生活安全部・健康医療部】 

 
52 特措法第 34 条第１項。 

53 特措法第 36 条第１項 

54 特措法第 37 条の規定により読み替えて準用する特措法第 25 条の規定により、市町村は、新型インフルエンザ

等緊急事態解除宣言が行われたときは、遅滞なく市町村対策本部を廃止するとされている。 
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第２章 情報収集・分析 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

感染症危機管理において、新型インフルエンザ等による公衆衛生上のリスクの把

握や評価、感染症予防や平時の準備、新型インフルエンザ等の発生の早期探知、発

生後の対応等の新型インフルエンザ等対策の決定を行う上では、情報収集・分析が

重要な基礎となる。 

情報収集・分析では、新型インフルエンザ等対策の決定に寄与するため、利用可

能なあらゆる情報源から体系的かつ包括的に感染症に関する情報を収集・分析し、

リスク評価を行い、感染症対策における意思決定及び実務上の判断に資する情報を

提供する。 

情報収集・分析の対象となる情報としては、国内外の感染症の発生状況や対応状

況、感染症サーベイランス等から得られた国内の疫学情報、感染症の特徴や病原体

の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像に関する情報等のほか、医療提

供体制や人流、市民生活及び市民経済に関する情報、社会的影響等を含む感染症流

行のリスクに関する情報が挙げられる。 

平時には、定期的に行う情報収集・分析に加えて、情報内容の整理や把握手段の

確保を行う等、有事に向けた準備を行う。 

 

1-1  実施体制 

①  市は、平時から感染症に関する情報収集・分析の目的を関係機関と共有した上

で連携し、ＷＨＯ、国、都、国内外からの情報を収集・分析し、リスク評価を行

う体制を整備する。また、関係機関や専門家等との交流を深める等、ネットワー

クの形成や維持・向上に努める。 

 特に情報収集・分析の結果が有事の際に迅速かつ効率的に集約されるよう、平

時から関係機関等との人的・組織的な関係性を築き、連携体制の強化を図る。【健

康医療部】 

②  市は、国や都から提供された情報収集・分析結果について、必要に応じ関係機

関に速やかに提供する。【健康医療部】 

③  市は、有事に備え、積極的疫学調査や臨床研究に資する情報の収集について、

平時から体制を整備する。【健康医療部】 

④  市は、市民生活及び市民経済に関する情報や社会的影響等の収集・分析に備え、

収集すべき情報の整理や収集・分析方法の研究を行う等、平時から準備を行う。

【健康医療部】 
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1-2  平時に行う情報収集・分析 

市は、効率的に国内外の情報収集・分析及びリスク評価を行い、これらを活用

し、感染症対策における意思決定及び実務上の判断を行う。情報収集・分析に当

たっては、平時から関係機関等との人的・組織的ネットワークを活用する。【健

康医療部】 

 

1-3 訓練 

市は、国や都と連携し、新型インフルエンザ等の発生を想定した訓練等を通じて、

情報収集・分析の実施体制の運用状況等の確認を行う。【健康医療部】
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

初動期には、新たな感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性

等）に関する情報の収集・分析及びリスク評価を迅速に行う。また、感染症危機管

理上の意思決定等に資する情報収集・分析を行い、対策の検討を行う。 

 

2-1  実施体制 

①  市は、国や都から、鳥等との接触歴がなく、持続的なヒトーヒト感染の可能性

が確認されるなど、新型インフルエンザ等の関連情報を入手した場合には、必要

に応じて市長に報告する。（再掲：第１章第２節 2-1-1 国・都からの情報収集）

【健康医療部】 

②  新型インフルエンザ等が発生した場合は、市は、当該感染症に関する情報収集・

分析及びリスク評価の体制を確立する。【健康医療部】 

③  市は、地域における感染症情報の収集・分析、関係機関等による感染症対策の

支援、医療機関や八王子市医師会等関係団体との連絡調整等、感染症の発生予防

等のための事前対応型の取組を推進する。【健康医療部】 

④  市は、国や都から国内外の感染症発生状況に関する情報を速やかに収集・分析

し、その結果を庁内関係部署で共有する。【健康医療部】 

 

2-2 リスク評価 

2-2-1 情報収集・分析に基づくリスク評価 

①  市は、国及びＪＩＨＳ、都が実施するリスク評価等を踏まえ、医療提供体制、

検査体制、保健所等の各体制について、速やかに有事の体制に移行することを判

断するとともに、必要な準備を行う。【健康医療部】 

②  市は、市民生活及び市民経済に関する情報や社会的影響等についても情報収集

を行い、感染症危機が市民生活及び市民経済等に及ぼす影響を早期に分析するこ

とを目指す。【健康医療部】 

 

2-2-2 リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 

市は、国や都と連携し、リスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施 

する。【健康医療部】 
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2-3 情報収集・分析から得られた情報や対策の共有 

市は、新たな感染症が発生した場合は、国や都が公表した感染症情報の分析から

得られた結果に基づく正確な情報について、個人情報やプライバシー保護に十分留

意したうえで、市民等に迅速に提供・共有する。【市長公室・健康医療部】 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

感染拡大の防止を目的に、新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析（ウイ

ルスの伝播
ぱ

性・病原性・遺伝子変化などの解析、ウイルス制御に関する様々な分野

の情報収集）及びリスク評価を行い、新型インフルエンザ等対策の決定等に資する

情報収集・分析を行う。 

また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、感染拡大防止と市民生活及び市

民経済との両立を見据えた対策の柔軟かつ機動的な切替え等の意思決定に資する

よう、リスク評価を継続的に実施する。 

特に対応期には、まん延防止等重点措置の要請等の判断を要する可能性があるこ

とから、医療提供体制や人流等の感染症のリスクに関する情報、市民生活及び市民

経済に関する情報や社会的影響等については情報収集・分析を強化する。 

 

3-1 実施体制 

市は、国や都から国内外の感染症発生状況に関する情報を速やかに収集・分析し、

その結果を市民や医療機関等へ幅広く提供する。【市長公室・健康医療部】 

 

3-2 リスク評価 

3-2-1 情報収集・分析に基づくリスク評価 

①  市は、国や都と連携し、新型インフルエンザ等の特徴や病原体の性状（病原

性、感染性、薬剤感受性等）、市内での発生状況、臨床像に関する情報等につ

いて分析し、包括的なリスク評価を行う。リスク評価は、国際機関、研究機関

等の情報や、積極的疫学調査等により得られた結果等の情報収集・分析に基づ

き実施する。この際、感染症危機の経過や状況の変化、これらを踏まえた意思

決定及び実務上の判断の必要性に応じた包括的なリスク評価を実施する。【健

康医療部】 

②  市は、リスク評価に基づく感染症対策の判断に当たっては、市民生活及び市

民経済に関する情報や社会的影響等についても、必要な情報を収集し、考慮す

る。【生活安全部・健康医療部・関係各部】 

 

3-2-2 リスク評価に基づく情報収集・分析手法の検討及び実施 

①  市は、国や都が実施するリスク評価に協力する。【健康医療部】 

②  市は、市内における感染が拡大した際に、まん延防止等重点措置や緊急事態

措置が講じられる場合に備え、市民生活及び市民経済に関する分析を強化し、
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感染症危機が市民生活及び市民経済等に及ぼす影響を把握する。【生活安全部・

健康医療部・関係各部】 

③  市は、都と連携の上、国が示す方針や専門家の意見も踏まえながら、市内の

実情に応じて積極的疫学調査等の対象範囲や調査項目を見直す。【健康医療部】 

④  市は、国から提供されたまん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施等に関

する分析結果について、市民等に分かりやすく情報を提供・共有する。【市長

公室・健康医療部】 

 

3-2-3 リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 

市は、都と連携の上、リスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施す

る。また、流行状況やリスク評価に基づき、柔軟かつ機動的に感染症対策を見直し、

切り替える。【健康医療部】 

 

3-3 情報収集・分析から得られた情報や対策の共有 

市は、国や都が公表した感染症情報の分析から得られた結果に基づく正確な情報

について、市民等へ分かりやすく提供・共有する。情報等の公表を行うに当たって

は、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。【市長公室・健康医療部】 
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第３章 サーベイランス 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

本章でいう「サーベイランス」とは、感染症の予防と対策に迅速に還元するため、

新型インフルエンザ等の発生時に患者の発生動向や海外からの病原体の流入等を

体系的かつ統一的な手法で、持続的かつ重層的に収集・分析を行う取組等をいう。 

新型インフルエンザ等への対策を適時適切に実施するためには、国が海外での新

型インフルエンザ等の発生の迅速な察知、発生状況やウイルスの特徴等についての

速やかな情報収集・情報分析を行う一方で、市においては地域における発生状況の

迅速な把握や必要な対策を実施した上で、その結果を評価することが大切である。

そのためには、平時からサーベイランス体制を確立し、情報を速やかに収集・分析

することが重要である。 

このため、平時からサーベイランスシステムやあらゆる情報源の活用により、感

染症の異常な発生を早期に探知するとともに、市内の新型インフルエンザ等の発生

状況、患者の発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬

剤感受性等）、臨床像等の情報を収集する。これらの情報を踏まえ、リスク評価や

感染症危機管理上の意思決定につなげる。 

 

1-1 実施体制 

①  国は、平時から感染症の発生動向等を都道府県等が把握できるよう、指定届

出機関55からの患者報告や、ＪＩＨＳや地方衛生研究所等からの病原体の検出状

況やゲノム情報等の報告がなされる体制を整備する。また、国は、ＪＩＨＳと

連携し、国内における新型インフルエンザ等の発生等を早期に探知することを

目的に、海外における感染症の発生動向等に関する情報を集約・分析する。 

②  都は、感染症サーベイランスシステム、感染症健康危機管理情報ネットワー

クシステム（K-net）56等を活用し、迅速かつ的確な情報収集・分析を行い、都

や医療機関等における緊密な情報連携体制の構築を実現する。市は、都が行う

サーベイランスと連携し、情報収集・分析を行う。また、有事の際の円滑な情

 
55 感染症法第 14 条第１項の規定に基づき都道府県知事から指定を受けた病院又は診療所であり、五類感染症の

うち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち

厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当する機関 

56 感染症指定医療機関、都区保健所等の感染症対策に携わる諸機関等において、感染症に係る情報収集・分析機

能の強化及び一類感染症等の発生時における迅速・的確な対応を確保するため、各機関間を結ぶ情報ネットワ

ークシステム 
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報収集を実現するため、都と協力し、医療機関による電磁的方法による発生届

の提出を促進する。【健康医療部】 

③  市は、積極的疫学調査の企画立案・実施・評価等を行うため、必要に応じて、

東京都実地疫学調査チーム等（ＴＥＩＴ：Tokyo Epidemic Investigation Team)

（以下「ＴＥＩＴ」という。）を派遣要請するなど、疫学調査の実施体制の強化

に努める。【健康医療部】 

 

1-2 平時に行う感染症サーベイランス 

①  市は、平時から、季節性インフルエンザに関する患者発生サーベイランス、

病原体サーベイランス、集団発生時報告、入院サーベイランス、クラスターサ

ーベイランス等各種サーベイランスを実施し、情報の解析・集積を行う。【健

康医療部】 

②  市は、都が行っているサーベイランスに協力し、平時から感染症の発生状況

等を把握するとともに、感染症サーベイランスシステム及び感染症健康危機管

理情報ネットワークシステム（K-net）を活用し、発生状況や検査結果について

把握する。【健康医療部】 

③  市は、都や JIHS 等と連携し、インフルエンザウイルスの型・亜型、感染症の

特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を平時から把握すると

ともに、感染症サーベイランスシステム及び感染症健康危機管理情報ネットワ

ークシステム（K-net）を活用し、発生状況について共有する。【健康医療部】 

④  市は、ワンヘルス・アプローチ57の考え方に基づき、東京都健康安全研究セン

ター、家畜保健衛生所、（公財）東京都農林総合研究センター等と連携し、家き

ん、豚及び野生動物のインフルエンザウイルス等の保有状況を把握し、新型イ

ンフルエンザ等の発生を監視する。また、医療機関から鳥インフルエンザ等の

動物由来インフルエンザに感染したおそれのある者について保健所に情報提供

があった場合には、関係者間で情報共有を速やかに行う体制を整備する。【健

康医療部】 

 

 

 
57 人間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携してその解決に向けて取り組

むこと。 
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⑤  市は、都と連携し、新型インフルエンザ等の発生を想定した訓練等を通じ、

感染症サーベイランスシステムを利用した疑似症サーベイランス58等による新

型インフルエンザの早期探知の運用の習熟を行う。【健康医療部】 

⑥  市は、都と連携して、東京感染症アラートを活用し、新型インフルエンザ等

が疑われる患者の早期把握を図る。あわせて、都と協力して、新型インフルエ

ンザ等の発生に備え、感染症を疑わせる症状があり、症状が重篤と医師が判断

し、直ちに特定の感染症と診断することが困難と判断した患者に関する定点医

療機関からの報告を収集・分析する疑似症サーベイランスや、東京消防庁から

の救急搬送時の情報に関する報告を収集・分析する感染症救急搬送サーベイラ

ンスを引き続き実施する。【健康医療部】 

 

 
 

1-3 人材育成及び研修の実施 

市は、東京都健康安全研究センターにおいて実施している実地疫学調査研修、及 

び国（国立保健医療科学院を含む。）やＪＩＨＳ等で実施される感染症対策等に関

する研修会や実地疫学専門家養成コース(FETP-J )、感染症危機管理リーダーシッ

プ人材育成モデル事業等に、保健所等の職員等を積極的に派遣するとともに、市が

 
58 感染症法第 14 条第７項及び第８項に基づく疑似症サーベイランスであり、厚生労働大臣から通知を受けた都

道府県等が、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるもの

であって、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生したとき等に、都内に所在する病

院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案した

ときに届出を求める制度 
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感染症に関する講習会等を開催すること等により、職員等に対する研修の充実を図

る。【健康医療部】 

 

1-4 ＤＸの推進 

①  市は、新型コロナ対応での取組実績を参考に、新型インフルエンザ等の発生

等を見据えながら、デジタル技術の活用など、更なる業務の効率化に取り組む。

【総合経営部・健康医療部】 

②  市は、八王子市医師会等の協力を得ながら、医療機関に保健所への感染症の

届出の重要性を周知し、感染症の診断を行った医師が速やかに届け出るよう周

知徹底を図る。 

 さらに、新型インフルエンザ等の発生に備え、感染症法の改正により電磁的

方法による発生届の提出について、感染症指定医療機関の医師については義務

化され、その他の医師については努力義務化されたことを踏まえ、関係機関と

協力し、医療機関への働き掛けを行っていく。【健康医療部】
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

初動期において、市は、市内における感染症有事（疑い事案を含む。）の発生の

際に、都や関係機関と連携して、速やかに検査を実施することで、感染症の特徴や

病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等に関する情報の収集を

迅速に行い、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につなげる。 

 

2-1 実施体制 

新型インフルエンザウイルス等の特徴の分析や患者の臨床像を把握するため、患

者の全数把握が必要になる。また、帰国者や接触者以外の患者を早期探知すること

が重要である。このため、平時において通年実施しているサーベイランスに加え、

国や都が行う臨時的なサーベイランスに協力する。【健康医療部】 

 

2-2 リスク評価 

2-2-1 有事の感染症サーベイランス59の開始 

① 市は、国や都と連携し、準備期から実施している感染症サーベイランスを継続

するとともに、新たな感染症の発生を探知した場合には、速やかに疑似症の症例

定義の確認を行い、当該感染症に対する疑似症サーベイランスを開始する。 

 また、入院サーベイランス等の国や都が開始する有事の感染症サーベイランス

に協力する。【健康医療部】 

② 市は、新型インフルエンザ等に感染した恐れのあるものから採取した検体につ

いて、東京都健康安全研究センター等に検査を依頼し、亜型等の同定を行う。 

 

2-2-2 リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 

市は、国や都と連携し、感染症サーベイランスで収集した情報等を踏まえた初期

段階でのリスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施する。【健康医療

部】 

 

 

 

 

 
59 有事の感染症サーベイランスにおいても、新たな感染症に対し、症例定義に基づき患者の発生動向（患者発生

サーベイランス）、入院者数、重症者数の収集（入院サーベイランス）、ウイルスゲノム情報の収集（病原体ゲ

ノムサーベイランス）、下水サーベイランス等の複数のサーベイランスを実施する。 
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2-3 感染症サーベイランスから得られた情報の共有 

市は、市内の感染症の発生状況等を迅速に把握し、感染症の特徴や病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）、ゲノム情報、臨床像等の情報を含め、感染症

の発生状況等や感染症対策に関する情報を、国や都と連携し、市民等へ迅速に提供・

共有する。【健康医療部】
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

強化された有事の感染症サーベイランスの実施体制により、引き続き新型インフ

ルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、

感染性、薬剤感受性等）、臨床像や治療効果、抗体保有状況等に関する情報を収集

し、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につなげる。 

また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、適切な感染症サーベイランスの

実施体制の検討や見直しを行う。 

 

3-1 実施体制 

  国内の患者数が増加し、これまでのサーベイランス等で患者の臨床像等の情報が

蓄積された時点では、患者の全数把握の必要性は低下し、医療現場の負担も過大と

なることから、重症者及び死亡者に限定した情報収集が重要となる。 

新型コロナウイルス感染症対応時において、ウイルスの変異は、感染力、重症化

の程度、ワクチン接種の効果などに様々な影響を及ぼしたことから、変異株サーベ

イランスを実施した。 

初動期に実施していたサーベイランスについて、国の方針や専門家の意見も踏ま

え、実施方法の必要な見直しを行い、適切な感染症サーベイランスの実施体制の検

討や見直しを行う。【健康医療部】 

 

3-2 リスク評価 

3-2-1 有事の感染症サーベイランスの実施 

市は、国や都と連携し、市内の新型インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推

移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等に

ついて、流行状況に応じたサーベイランスを実施する。 

 国内の患者数が増加し、国が患者の全数把握から定点把握を含めた感染症サー

ベイランスに移行した場合は、市も移行する。また、国が実施する感染症サーベイ

ランスのほか、必要に応じ、地域の感染動向等に応じて、感染症サーベイランスを

実施する。【健康医療部】 

 

3-2-2 リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 

市は、国や都と連携し、感染症サーベイランスで収集した情報等を踏まえたリス

ク評価に基づく感染症対策を迅速に判断及び実施する。また、流行状況やリスク評
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価に基づき、国の方針や専門家の意見も踏まえ、柔軟かつ機動的に感染症対策を切

り替える。【健康医療部】 

 

3-3 感染症サーベイランスから得られた情報の共有 

市は、国や都と連携し、感染症サーベイランスにより市内の新型インフルエンザ

等の発生状況等を迅速に把握し、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）、ゲノム情報、臨床像等の情報を含め、市民等へ新型インフルエン

ザ等の発生状況等について迅速に提供・共有する。 

特に新型インフルエンザ等対策の強化又は緩和を行う場合等の対応においては、

リスク評価に基づく情報を共有し、各種対策への理解・協力を得るため、可能な限

り科学的根拠に基づいて市民等に分かりやすく情報を提供・共有する。【市長公室・

健康医療部】 
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第４章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、市民、医療機関、事業者等

とのリスク情報とその見方の共有等を通じて、市民等が適切に判断・行動できるよ

うにすることが重要である。このため、市は、平時から、市民等の感染症に対する

意識を把握し、感染症危機に対する理解を深めるとともに、リスクコミュニケーシ

ョンの在り方を整理し、体制整備や取組を進める必要がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動

できるよう、平時から普及啓発を含め、感染症対策等について適時に必要な情報提

供・共有を行い、感染症に関するリテラシー60を高めるとともに、市による情報提

供・共有に対する認知度・信頼度の一層の向上を図る。 

また、新型インフルエンザ等が発生した際の円滑な情報提供・共有や、可能な限

り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションができるよ

う、発生状況に応じた市民等への情報提供・共有の項目や手段、情報の受け取り手

の反応や必要としている情報を把握し、更なる情報提供・共有にいかす方法等につ

いて整理し、あらかじめ定める。 

 

1-1 新型インフルエンザ等の発生前における市民等への情報提供・共有 

1-1-1 感染症に関する情報提供・共有 

①  市は、平時から、感染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策（換気、マ

スク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等）、感染症の発生状況等

の情報、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等について、

市民等の理解を深めるため、各種媒体を利用し、可能な限り多言語（やさしい日

本語（にほんご）を含む。）や障害者に配慮した方法で、継続的かつ適時に、分

かりやすい情報提供・共有を行う61。これらの取組等を通じ、市による情報提供・

共有が有用な情報源として、市民等による認知度・信頼度が一層向上するよう努

める。その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく

寄与することについて啓発する。保育施設や学校、職場等は集団感染が発生する

等、地域における感染拡大の起点となりやすいことや、高齢者施設等は重症化リ

スクが高いと考えられる者の集団感染が発生するおそれがあることから、市は、

 
60 健康に関する医学的・科学的な知識・情報を入手・理解・活用する能力（ヘルスリテラシー）の一環 

61 特措法第 13 条第１項 
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感染症や公衆衛生対策について丁寧に情報提供・共有を行う。また、学校教育の

現場をはじめ、子供に対する分かりやすい情報提供・共有を行う。【福祉部・健

康医療部・子ども家庭部・学校教育部・関係各部】 

②  市立学校については、都が作成している「都立学校における学校健康危機管理

マニュアル」を参考に、学校における換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗

い、人混みを避ける等の基本的な感染対策について周知する。【学校教育部】 

③  新型インフルエンザ等についての正確な知識と適切な予防策について周知を

図ることが重要であり、市民一人一人が感染予防策を理解することで、初めて感

染拡大防止が可能となる。そのため市は、リーフレット、ホームページ、ＳＮＳ

等により、新型インフルエンザ等の感染予防策を周知し、発生した場合は、市や

都からの情報に従って医療機関の受診をするなど、感染拡大防止策の普及啓発を

図る。【健康医療部・関係各部】 

④  市は、市民等に対し、症状が軽微な場合における救急車の利用を控える等、救

急車の適時・適切な利用について周知する。【健康医療部】 

【リスク情報の伝え方】 

リスク情報は、科学的知見に基づくものであるが、理解しやすい形で分かりやす

く伝えるためには、以下のような点に留意することが重要である。 

a 実際のリスク認知は、客観的な要素と主観的な要素を基に、立場等に応じて、

総合的に判断される。このため、リスク情報を伝える際には、本人や社会にとっ

て意味があると感じられる、自分が取り得る対策を、併せて伝えることが重要で

ある。その際、推奨される行動等は、実行しやすいよう、可能な限り、具体的で

肯定的な伝え方をすることが望ましい。 

b 現時点で分かっていることと不確実なこととの線引きをワンボイスで明確化し

つつ、さらに、現在のみならず将来を含めた一貫性を確保するため、情報は現時

点におけるものであり、更新され得る旨をあらかじめ付記しておくことや、残っ

ている古い情報に依拠してしまうことによる混乱をできるだけ防ぐため、各種情

報には更新時期を明記しておくことも重要である。 

c リスクの有無は程度の問題であることを理解しやすくするため、換算可能な数

値や身近にある例を挙げて、イメージしやすいものにする工夫も考えられる。ま

た、統計を示して説明する場合、直感的に分かりやすく、誤解の可能性も低くす

るため、割合だけでなく分母や実数といった生の数値も示しつつ、視覚化するこ

とが望ましい。 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（情報提供・共有、リスクコミュニ

ケーションに関するガイドライン） 
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1-1-2 偏見・差別等に関する啓発 

市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属機

関、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型インフルエンザ等に関連する者に対

する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、患者が

受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなることなど、正確な知識等が情報の受

け取り手に適切に伝わるよう留意しながら、啓発する62。【健康医療部・関係各部】 

 

1-1-3 偽・誤情報に関する啓発 

①  市は、感染症危機において、偽・誤情報の流布、更にＳＮＳ等によって増幅

されるインフォデミック63の問題が生じ得ることから、ＡＩ（人工知能）技術

の進展・普及状況等も踏まえつつ、市民等のメディアや情報に関するリテラシ

ーの向上が図られるように、情報の受け取り手に適切に伝わるよう留意しなが

ら、各種媒体を活用した偽・誤情報に関する啓発を行う。【健康医療部】 

②  感染症に関して科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等を踏

まえつつ、科学的知見等に基づいた情報を繰り返し提供・共有する等、市民等

が正確な情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する。これらの取組等を通

じ、市による情報提供・共有が有用な情報源として、市民等による認知度・信

頼度が一層向上するよう努める。【健康医療部】 

 

1-2 新型インフルエンザ等の発生時における情報提供・共有体制の整備等 

市は、情報提供・共有の体制整備等として、以下の取組を行う。 

1-2-1 迅速かつ一体的な情報提供・共有の体制整備 

①  市は、新型インフルエンザ等の発生状況に応じて市民等へ情報提供・共有す

る内容について整理する。また、市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢

者、子供、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への

適切な配慮をしつつ、情報提供・共有する媒体や方法について整理する。【健

康医療部、関係各部】 

②  市として一体的・整合的ないわゆるワンボイスでの情報提供・共有を行うこ

とができるよう、必要な体制を整備する。【市長公室】 

③  市は、新型インフルエンザ等の発生時に、関係団体等を通じた情報提供・共

有を円滑に行うことができるよう、あらかじめ双方向の情報提供・共有の在り

方を整理する。【市長公室・健康医療部・関係各部】 

 
62 特措法第 13 条第２項 

63 信頼性の高い情報とそうではない情報が入り混じって不安や恐怖と共に急激に拡散され、社会に混乱をもたら

す状況 
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④  市は、国から示される感染症の発生状況等に関する公表基準等に基づき、個

人情報やプライバシーの保護に留意しつつ、感染症対策に必要な情報提供・共

有を行う。【健康医療部】 

⑤  外国人に対しては、ＮＰＯ法人八王子国際協会や民間等の協力を得ながら、

情報提供する。【市民活動推進部】 

 

1-2-2 双方向のコミュニケーションの体制整備や取組の推進 

①  市は、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケ

ーションを適切に行うことができるよう、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえつ

つ、情報の受け取り手の反応や必要としている情報を把握し、更なる情報提供・

共有にいかす方法等を整理し、必要な体制を整備する。【市長公室・健康医療

部】 

②  市は、新型インフルエンザ等の発生時に、市民等からの相談に応じるため、

コールセンター等が設置できるよう準備する。【市長公室・関係各部】 

③  市は、市民等が理解しやすい情報提供・共有を行うため、アンケート調査等

をはじめ、リスクコミュニケーションの取組を推進するとともに、職員に対す

る研修を実施し、手法の充実や改善に努める。【健康医療部】 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生又は発生の疑いを踏まえ、感染拡大に備えて、市民

等に新型インフルエンザ等の特性や対策等についての状況に応じた的確な情報提

供・共有を行い、準備を促す必要がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動

できるよう、市民等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で最新の科学的根拠等に

基づいた正確な情報について、当該感染症に関する全体像が分かるよう、迅速に分

かりやすく提供・共有する。その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基

づいたリスクコミュニケーションを行うよう努める。また、感染者等に対する偏見・

差別等は許されるものではなく、感染症対策の妨げにもなること等について情報提

供・共有し、理解を求めるとともに、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点

で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、市民等の不安

の解消等に努める。 

 

2-1 迅速かつ一体的な情報提供・共有 

①  市は、感染症の発生状況及び感染対策等について、情報を一元的に管理したう

えで、報道発表、記者会見（記者クラブへのレクチャー、資料配布）、ホームペ

ージへの掲載、ＳＮＳでの発信等により迅速かつ積極的に情報提供・共有を行う。

その際、市は、市が伝えたい情報等を市民等と正しく共有できるよう、収集・分

析した情報に専門家の視点も加え、個人情報に配慮して、分かりやすいメッセー

ジを発信する。【市長公室・健康医療部・関係各部】 

②  その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与

することを含めて、行動変容に資する啓発を進めるとともに、冷静な対応を促す

メッセージを発出するよう努める。【市長公室・健康医療部・関係各部】 

③  発生段階や政府の緊急事態宣言に応じて、市は感染症対策の徹底などを呼び掛

ける。【市長公室・健康医療部・関係各部】 

④  市は、市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、子供、日本語能力が十

分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解し

やすい内容や方法での情報提供・共有を行う。【市長公室・関係各部】 

⑤  市は、患者や医療従事者及びそれらの家族等関係者への偏見をなくすため、市

民や報道機関等に対しては偏見や誤解を生まない適切な情報発信を促す。【市長

公室・健康医療部・関係各部】 
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⑥  市は、国から示される新型インフルエンザ等の発生状況等に関する公表基準等

に基づき、個人情報やプライバシーの保護に留意しつつ、感染症対策に必要な情

報提供・共有を行う。【市長公室・健康医療部】 

⑦  市は、外国人向けを含めたホームページやＳＮＳ等を通じての広報を行う。【市

長公室・関係各部】 

 

2-2 双方向のコミュニケーションの実施 

①  市は、感染症対策を円滑に進めていく上で、関係者の理解や協力を得ることが

重要であることから、一方向の情報提供だけでなく、窓口やコールセンター等に

寄せられた意見等を通じて、情報の受け取り手の反応や関心を把握し、可能な限

り双方向のコミュニケーションに基づくリスクコミュニケーションを行うよう

努める。【市長公室・健康医療部】 

②  市は、国から提供されたＱ＆Ａをホームページなどへ掲載するとともに、コー

ルセンター等を速やかに設置する。【市長公室・健康医療部】 

 

2-3 偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

①  市は、感染症は誰でも感染する可能性があるものであり、感染者やその家族、

所属機関、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型インフルエンザ等に関連す

る者に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ること

や、患者が受診行動を控える等、感染症対策の妨げにもなること等について市民

及び事業者に理解を求める。また、その状況等を踏まえつつ、情報の受け取り手

に適切に伝わるように留意しながら情報提供・共有する。あわせて、偏見・差別

等に関する市民等からの相談に適切に対応する。【市長公室・健康医療部・関係

各部】 

②  市は、感染症に関して科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等

を踏まえつつ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・

共有する等、市民等が正確な情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する。【市

長公室・健康医療部・関係各部】 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、リスク情報とその見方の共

有等を通じて、市民等が適切に判断や行動できるようにすることが重要である。こ

のため、市は、市民等の関心事項等を踏まえつつ、対策に対する市民等の理解を深

め、リスク低減のパートナーとして、適切な行動につながるよう促す必要がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動

できるよう、市民等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で把握している科学的根

拠等に基づいた正確な情報について、迅速に分かりやすく提供・共有する。 

その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケー

ションを行うよう努める。また、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大

防止にも大きく寄与することや、感染者等に対する偏見・差別等は許されるもので

はなく、感染症対策の妨げにもなること等について情報提供・共有するとともに、

偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報

を繰り返し提供・共有する等、市民等の不安の解消等に努める。 

 

3-1 基本的方針 

3-1-1 迅速かつ一体的な情報提供・共有 

①  市は、市民等が情報を受け取る媒体やその受け止めが千差万別であることから、

準備期にあらかじめ定めた方法等を踏まえ、利用可能なあらゆる情報媒体を整

備・活用し、その時点で把握している科学的知見等に基づき、国内外の新型イン

フルエンザ等の発生状況、感染拡大防止措置等の対策等について、個人情報に配

慮して、迅速かつ一体的に情報提供・共有を行う。また、患者や医療従事者及び

それらの家族等関係者への偏見をなくすため、市民や報道機関等に対して偏見や

誤解を生まない適切な情報発信を促す。その際、個人レベルでの感染対策が社会

における感染拡大防止にも大きく寄与することを含めて、行動変容に資する啓発

を進めるとともに、冷静な対応を促すメッセージを発出するよう努める。【市長

公室・健康医療部・関係各部】 

②  発生段階や政府の緊急事態宣言に応じて、市は予防策の徹底などを呼び掛ける。

【市長公室・健康医療部】 

③  市は、市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、子供、日本語能力が十

分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解し

やすい内容や方法での情報提供・共有を行う。【市長公室・関係各部】 

④  国は、個人情報やプライバシーの保護に留意しつつ、感染症対策に必要な情報

提供・共有を行うため、新型インフルエンザ等の発生状況等に関する公表基準等
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に関し、地方公共団体における具体的な対応の目安となりやすいよう、改めて、

感染症の特徴等に応じて必要な見直しを行いつつ、関係法令等の解釈や運用の明

確化や周知を行う。 

⑤  市は、外国人向けを含めたホームページやＳＮＳ等を通じての広報を行う。【市

長公室・関係各部】 

 

【新型コロナ対応での具体例】 

 ■感染情報の周知 

   感染者数情報については、当初、都からの情報のみを提供していたが、市民

からの要望に応え、市内の感染者数を毎日ホームページで公開した。 

  また、Tokyo Star Radio(八王子エフエム)にて月に 1 回新型コロナに関する

情報を発信した。 

 

 

 

3-1-2 双方向のコミュニケーションの実施 

①  感染症対策を円滑に進めていく上で、関係者の理解や協力を得ることが重要で

あることから、市は、一方向の情報提供だけでなく、窓口やコールセンター等に

寄せられた意見等を通じて、情報の受け取り手の反応や関心を把握し、可能な限

り双方向のコミュニケーションに基づくリスクコミュニケーションを行うよう

努める。【市長公室・健康医療部】 

②  市は、国から提供されたＱ＆Ａをホームページへ掲載するとともに、コールセ

ンター等を継続して運営する。【市長公室・健康医療部】 

 

 

【新型コロナ対応での具体例】 

 ■「COVID-19 対応地域連携 WEB 会議」の開催 

市は、東京医科大学八王子医療センターの医師からの発案で、病院、八王子

市医師会、八王子市等の関係者間での迅速な情報共有を図るため、リモートに

よる会議「COVID-19 対応地域連携 WEB 会議」を実施。 

発足当初は医療機関中心であったが、呼びかけにより福祉、介護、教育の分

野からも参加が広がった。 
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3-1-3 偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

①  市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属

機関、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型インフルエンザ等に関連する者

に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、

患者が受診行動を控える等、感染症対策の妨げにもなること等について、市民及

び事業者に理解を求める。また、その状況等を踏まえつつ、情報の受け取り手に

適切に伝わるよう留意しながら情報提供・共有する。あわせて、偏見・差別等に

関する市民等からの相談に適切に対応する。【市長公室・健康医療部・関係各部】 

②  市は、感染症に関して科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等

を踏まえつつ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・

共有する等、市民等が正確な情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する。【市

長公室・健康医療部・関係各部】 

 

3-2 リスク評価に基づく方針の決定・見直し 

市は、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等が明らかになった状況

に応じて、以下のとおり対応する。また、ウイルスに変異があった場合は、以下の

対応を繰り返し実施することもあるため、速やかにリスク評価・分析を実施する。 

 

3-2-1 封じ込めを念頭に対応する時期 

①  市内での新型インフルエンザ等の発生の初期段階には、封じ込めを念頭に、感

染拡大防止を徹底することが考えられる。その際、市は、市民等の感染拡大防止

措置に対する理解・協力を得るため、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受

性等）等について限られた知見しか把握していない場合は、その旨を含め、感染

症対策の根拠を丁寧に説明する。【市長公室・健康医療部・関係各部】 

②  市民等の不安が高まり、感染者等に対する偏見・差別等が助長される可能性が

あることから、改めて、偏見・差別等が許されないことや感染症対策の妨げにも

なること、また、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大き

く寄与すること、市民等に不要不急の外出や都道府県間の移動等の自粛を求める

際には、それらの行動制限が早期の感染拡大防止に必要なものであること、事業

者においても速やかな感染拡大防止対策の取組が早期の感染拡大防止に必要で

あること等について、市は、可能な限り科学的根拠等に基づいて分かりやすく説

明を行う。【市長公室・健康医療部・関係各部】 
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3-2-2 病原体の性状等に応じて対応する時期 

3-2-2-1 病原体の性状等を踏まえたリスク評価に基づく対策の説明 

病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえたリスク評価の大く

くりの分類に基づき、感染拡大防止措置等が見直されることが考えられる。その際、

市民等が適切に対応できるよう、その時点で把握している科学的知見等に基づく感

染拡大防止措置等について、従前からの変更点や変更理由等を含め、分かりやすく

説明を行う。【市長公室・健康医療部・関係各部】 

 

3-2-2-2 子供や若者、高齢者等が重症化しやすい場合の対策の説明 

病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえたリスク評価や影響

の大きい年齢層に応じて、特措法に基づく措置の強度や市民等への協力要請の方法

が異なり得ることから、当該対策を実施する理由等について、可能な限り科学的根

拠等に基づいて分かりやすく説明を行う。その際、特に影響の大きい年齢層に対し、

重点的に、可能な限り双方向のリスクコミュニケーションを行いつつ、リスク情報

とその見方の共有等を通じ、当該対策について、理解・協力を得る。【市長公室・

健康医療部・関係各部】 

 

3-2-3 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 

ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や感染性等

が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回ることに

より、特措法によらない基本的な感染症対策へと移行していく段階では、平時への

移行に伴い留意すべき点（医療提供体制や感染対策の見直し等）について、丁寧に

情報提供・共有を行う。また、個人の判断に委ねる感染症対策に移行することに不

安を感じる層がいることが考えられるため、可能な限り双方向のリスクコミュニケ

ーションを行いつつ、リスク情報とその見方の共有等を通じ、当該対策について、

理解・協力を得る。順次、広報体制の縮小等を行う。【市長公室・健康医療部・関

係各部】 
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第５章 水際対策 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

平時から国や都と連携し、海外における感染症情報の収集を行うことにより、海

外で新型インフルエンザ等が発生した場合に、出国予定者に向けて適時適切な情報

提供・共有を行う。 

 

1-1 水際対策の実施に関する体制の整備 

①  市は、国や都が実施する体制整備に関し、適宜、適切に情報収集を行い、市に

おける対応方針を整理する。【健康医療部】 

②  市は、検疫所が実施する訓練の機会等において、新型インフルエンザ等発生時

における対策、連絡手順、協力事項等の共有を図っておく。【健康医療部】 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の特徴や海外における感染拡大の状況等を踏まえ、迅速に

国が実施する水際対策に協力することにより、市内への新型インフルエンザ等の病

原体の侵入や感染拡大のスピードをできる限り遅らせ、市内の医療提供体制等の確

保等の感染症危機への対策に対応する準備を行う時間を確保する。 

市の感染状況を適宜都に報告し、国が実施する水際対策の方針決定のための情報

提供を実施する。国が水際対策を変更した場合には、速やかに体制を変更する。 

 

2-1 新型インフルエンザ等の発生初期の対応 

市は国や都と連携し、健康監視対象者の情報を入手し、東京都健康安全研究セ

ンターと情報共有するなど、感染者発生時に円滑に対応できる体制を構築する。

【健康医療部】 

 

2-2 新型インフルエンザ等の検疫法上の類型の決定等64 

 国において、当該感染症が検疫法上の感染症の類型のいずれかに該当するかの検

討がなされ、感染症の政令指定が行われた場合、市は、速やかに関係機関に情報共

有するとともに、あらかじめ指定された体制に移行する。【健康医療部】 

 

2-３ システムの稼働 

国において、隔離等の実施における健康監視等を円滑に行うためのシステムを稼

働した場合、市は、当該システムと連携し、円滑に健康監視を実施する。【健康医

療部】 

 

2-４ 新型インフルエンザ等の感染疑い及び有症状者等への対応 

市は、国や都と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康監視を実施する65。

また、国の方針の下、発生国からの帰国者や渡航者に対し、健康観察を行う。【健

康医療部】 

 

 

 

 
64 検疫法第２条、第 34 条及び第 34 条の２ 

65 感染症法第 15 条の３第１項 
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2-５ 情報提供 

市は、新型インフルエンザ等の発生が疑われる場合において、国が感染症危険

情報を発出した際は、出国予定者に対し、不要不急の渡航の中止等の注意喚起を

行う。【健康医療部】 

 

2-６ 在外邦人支援 

  市は、国が実施する帰国者対応に関し、必要な協力を実施する。【市民部・健康

医療部】 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

新たな病原体（変異株を含む。）の侵入や感染拡大のスピードをできる限り遅ら

せ、感染拡大に対する準備を行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特

徴や国内外における感染拡大の状況等を踏まえながら、国や都が実施する水際対策

に協力する。 

 

3-1 封じ込めを念頭に対応する時期 

市は、状況の変化を踏まえ、第２節（初動期）2-1 の対応を継続する。【健康医

療部】 

 

3-2 病原体の性状等に応じて対応する時期 

市は、第２節（初動期）2-1 の対応を継続する。【健康医療部】 

  

3-3 ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

市は、第２節（初動期）2-1 の対応を継続するとともに、国が公表した水際対策  

 の方針変更について速やかに関係機関等と情報を共有する。【健康医療部】 

 

3-4 水際対策の変更の方針の公表 

市は、国が公表した水際対策の方針変更について速やかに関係機関等と情報を共有

する。【健康医療部】 
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第６章 まん延防止 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、確保された医療提供体制で対応できるレベル

に感染拡大のスピードやピークを抑制することで、市民の生命及び健康を保護す

る。このため、対策の実施等に当たり参考とする必要のある指標やデータ等の整理

を平時から行う。 

新型インフルエンザ等が発生し、市民が免疫を獲得していない段階では、市内に

おいて感染が急速に拡大し、市民生活及び市民経済に重大な影響を及ぼすおそれが

ある。 

そのため、有事においては急速な感染拡大による社会的影響を緩和するためのま

ん延防止対策を実施することが必要であり、その実施について市民や事業者から協

力を得るため、対策の必要性についての理解促進に取り組む。 

 

1-1 新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等 

①  市は、市行動計画に基づき、新型インフルエンザ等対策として想定される対策

の内容やその意義について周知広報を行う。その際、新型インフルエンザ等のま

ん延を防止し、市民の生命及び健康を保護するためには市民一人一人の感染対

策への協力が重要であることや、実践的な訓練等を行うことの必要性について

理解促進を図る。【健康医療部】 

②  市は、八王子市医師会等の医療関係団体、企業団体等と連携しながら、換気、

マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染対策の

正確な知識普及を図る。また、自らの感染が疑われる場合は、相談センター等に

連絡し指示を仰ぐことや、感染を広げないように不要不急の外出を控えること、

マスクの着用等の咳エチケットを行うこと等の有事の対応等について、理解促

進を図る。【健康医療部・産業振興部・関係各部】 

③  市は、まん延防止等重点措置による休業要請、新型インフルエンザ等緊急事態
66における緊急事態措置による不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限の

要請等の新型インフルエンザ等の発生時に実施され得る個人や事業者における

まん延防止対策への理解促進を図る。【市長公室・健康医療部・関係各部】 

 

 

 
66 特措法第 32 条第１項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態をいう。以下同じ。 
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④ 市は、公共交通機関および八王子市地域循環バス（通称「はちバス」）につい  

  て、適切な運送を図る観点からは、当該感染症の症状のある者の乗車自粛や、マ

スク着用等の咳エチケットの徹底、時差出勤や自転車等の活用の呼び掛け等、運

行に当たっての留意点等について、都からの情報に基づき周知する。【健康医療

部・道路交通部】 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、まん延防止対策の適切かつ迅速な実施により

感染拡大のスピードやピークを抑制し、医療提供体制等の整備を図るための時間を

確保するとともに、ピーク時の受診患者数や入院患者数等を減少させ、確保された

医療提供体制で対応可能となるようにする。このため、市内でのまん延の防止やま

ん延時に迅速な対応がとれるよう準備等を行う。 

 

2-1 市内でのまん延防止対策の準備 

①  市は、国や都と相互に連携し、市内における新型インフルエンザ等の患者の発

生に備え、感染症法に基づく患者への対応（入院勧告・措置等）や患者の同居者

等の濃厚接触者への対応（外出自粛要請、健康観察の実施、有症時の対応指導等）

の確認を進める。また、検疫所から新型インフルエンザ等に感染した疑いのある

帰国者等に関する情報の通知を受けた場合は、国や都と相互に連携し、適切に対

応する。【健康医療部】 

②  市は、国からの要請を受けて、業務継続計画に基づく対応の準備を行う。【総

合経営部・生活安全部・健康医療部】    
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の感染拡大のスピードやピークを抑制するため、まん延防

止対策を講ずることで、医療のひっ迫を回避し、市民の生命及び健康を保護する。

その際、市民生活及び市民経済への影響も十分考慮する。 

また、緊急事態措置をはじめとする対策の効果及び影響を総合的に勘案し、柔軟

かつ機動的に対策を切り替えていくことで、市民生活及び市民経済への影響の軽減

を図る。 

 

3-1 まん延防止対策の内容 

まん延防止対策としては、以下のようなものがある。都は感染症の特徴や病原体

の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、変異の状況、都内の感染状況、医療提

供体制への負荷の状況等に応じた、適切なまん延防止対策を講ずる67。 

市は、まん延防止対策の協力や実施に際しては、市民生活及び市民経済への影響

も十分考慮する。 

 

3-1-1 患者や濃厚接触者への対応 

市は、国と連携し、地域の感染状況等に応じて、感染症法に基づき、患者への対

応（入院勧告・措置等）68や患者の同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛要請

等）69等の措置を行う。また、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等

についての情報収集等で得られた知見等を踏まえ、積極的疫学調査等による感染源

の推定と濃厚接触者の特定による感染拡大防止対策等に有効と考えられる措置が

ある場合には、そうした対応も組み合わせて実施する。 

 なお、必要な場合には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等の実施を検討

する。【健康医療部】 

 

3-1-2 患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等 

3-1-2-1 外出等に係る要請等 

都は、地域の実情に応じて、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の

感染リスクが高まる場所等への外出自粛や、都道府県間の移動自粛要請を行う。ま

 
67 本節において、特に根拠法令の記載や注釈がないものについては、特措法第 24 条第９項の規定に基づく要請

として行うことを想定している。 

68 感染症法第 26 条第２項の規定により準用する感染症法第 19 条 

69 感染症法第 44 条の３第１項 
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た、まん延防止等重点措置として、重点区域70において営業時間が変更されている

業態に属する事業が行われている場所への外出自粛要請71や、緊急事態措置として、

新型インフルエンザ等緊急事態において生活の維持に必要な場合を除きみだりに

居宅等から外出しないこと等の要請72を行う。 

 

【外出自粛要請（特措法第 24 条第９項又は第 45 条第１項）】 

居宅等からの不要不急の外出や移動の自粛を求めること。「不要不急の外出や

移動」とは、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、業務の

都合上必要となる職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持の

ために必要なものを除いた外出を指す。 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（まん延防止に関するガイド

ライン） 

 

3-1-2-2 基本的な感染対策に係る要請等 

市は、市民等に対し、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避

ける等の基本的な感染対策、時差出勤やテレワーク、オンライン会議の活用等の取

組を勧奨する。【市長公室・健康医療部・関係各部】 

 

3-1-3 事業者や学校等に対する要請 

3-1-3-1 その他の事業者に対する要請 

市は都が講ずる、事業者や学校等に対するまん延防止対策について協力する。 

また、国からの要請を受けて、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集ま 

る施設や、多数の者が居住する施設等における感染対策を強化するよう要請する。

【福祉部・健康医療部・学校教育部・関係各部】 

 

3-1-3-2 学校等における対応 

3-1-3-2-1 市立学校 

①  新型インフルエンザ等の発生時には、学校医や保健所と連携の下、次のとお

り感染拡大防止策を講ずる。 

②  新型インフルエンザ等の疑い又はり患していると診断された児童・生徒への

対応については、保健所の指示による病院への搬送、接触者の健康管理、消毒

 
70 特措法第 31 条の６第１項第２号に規定するまん延防止等重点措置を実施すべき区域をいう。 

71 特措法第 31 条の８第２項 

72 特措法第 45 条第１項 
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等に協力するとともに、児童・生徒のマスク着用等の咳エチケット、手洗い等、

感染拡大防止に努める。 

③  患者等の集団発生がみられた場合は、保健所に報告を行うとともに、発症者

の状況確認、児童・生徒の健康観察、臨時休業（学級閉鎖・学年閉鎖・休校）

などの措置を講ずる。 

④  同じ地域や地域内の学校での流行が確認された場合は、学校内での発生の有

無にかかわらず、必要に応じ、学校行事の自粛及び臨時休業を行うなどの感染

拡大防止策を講ずる。さらに、感染が拡大し、市内で流行した場合、感染症の

発生状況や医療提供体制等を勘案し、必要に応じ、全ての市立学校の閉鎖につ

いて検討する。 

  

3-1-3-2-2 保育施設等 

  市は、感染状況、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏ま

え、保育施設等における感染対策の実施に資する情報提供・共有を行うととも

に、必要に応じて、臨時休園などについて検討する。 

 

3-1-3-2-3 社会福祉施設等 

各施設設置者に対し、新型インフルエンザ等についての情報提供を行い、利用者

の感染拡大防止に努めるよう注意喚起を図るとともに、必要に応じて、臨時休業な

どの措置をとるよう要請する。 

 

3-2 時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方 

 市は、都が以下のとおり実施するまん延防止対策に対し協力する。【福祉部・

健康医療部・学校教育部】 

 

3-2-1 封じ込めを念頭に対応する時期 

都は、感染症指定医療機関等の医療資源には限界があること、新型インフルエン

ザ等の効果的な治療法が確立されていないこと、当該感染症に対する免疫の獲得が

不十分であること等を踏まえ、医療のひっ迫を回避し、都民の生命及び健康を保護

するため、必要な検査を実施し、上記「3-1-1 患者や濃厚接触者への対応」に加

え、人と人との接触機会を減らす等の対応により封じ込めを念頭に対策を講ずる。 

このため、必要に応じて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を国に対

して要請することを検討するとともに、上記「3-1 まん延防止対策の内容」に記

載した対策の中でも強度の高いまん延防止対策を講ずる。 
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3-2-2 病原体の性状等に応じて対応する時期 

以下のとおり、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえたリ

スク評価の大くくりの分類に応じた対応の考え方を示すが、有事には、病原体の性

状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像に関する情報等に基づく国及びＪＩ

ＨＳによる分析やリスク評価の結果に基づき、対応を判断する。 

 

3-2-2-1 病原性及び感染性がいずれも高い場合 

り患した場合の重症化等のリスクが非常に高く、また、感染性の高さから感染者

数の増加に伴い医療のひっ迫につながることで、大多数の都民の生命及び健康に影

響を与えるおそれがあることから、上記「3-2-1 封じ込めを念頭に対応する時期」

と同様に、都内の状況に応じて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を国

に対して要請することを検討するとともに、強度の高いまん延防止対策を講ずる。 

 

3-2-2-2 病原性が高く、感染性が高くない場合 

り患した場合の重症化等のリスクが非常に高いが、感染拡大のスピードが比較的

緩やかである場合は、基本的には上記「3-1-1 患者や濃厚接触者への対応」を徹

底することで感染拡大の防止を目指す。 

それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、まん延防止等重

点措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請することを検討する。 

 

3-2-2-3 病原性が高くなく、感染性が高い場合 

り患した場合のリスクは比較的低いが、感染拡大のスピードが速い場合は、基本

的には、上記「3-1 まん延防止対策の内容」に挙げた対策の中では強度の低いま

ん延防止対策を実施しつつ、宿泊療養や自宅療養等の体制を確保するとともに、予

防計画及び医療計画に基づき、医療機関の役割分担を適切に見直すことで対応する。 

上記の対策を行ってもなお、都内において医療のひっ迫のおそれが生じた場合等

については、当該状況の発生を公表し、更なる感染拡大防止への協力を都民等及び

事業者へ幅広く呼び掛けるとともに、国による業界団体等との調整、好事例の提供

や導入支援等を踏まえ、より効果的・効率的な感染対策を実施する。 

それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、まん延防止等重

点措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請することを検討する。 

 

3-2-2-4 子供や若者、高齢者等が感染・重症化しやすい場合 

子供や高齢者、特定の既往症や現病歴を有する者が感染・重症化しやすい傾向が

ある等の特定のグループに対する感染リスクや重症化リスクが高い場合は、そのグ

ループに対する重点的な感染症対策の実施を検討する。 
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例えば、子供が感染・重症化しやすい場合については、学校や保育所等における

対策が子供に与える影響にも留意しつつ、対策を実施するとともに、保護者や同居

者からの感染リスクにも配慮した対策を講ずる。それでも地域の感染状況が改善せ

ず、子供の感染リスク及び重症化リスクが高い状態にある場合等においては、学校

施設等の使用制限等73を講ずることにより、学校等における感染拡大を防止するこ

とも検討する。 

 

3-2-3 ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

都は、ワクチンや治療薬の開発や普及により、感染拡大に伴うリスクが低下した

と認められる場合は、上記「3-1 まん延防止対策の内容」に記載した対策の中で

は強度の低いまん延防止対策を実施しつつ、特措法によらない基本的な感染症対策

への速やかな移行を検討する。 

なお、病原体の変異等により、病原性や感染性が高まる場合には、そのリスクに

応じて、上記「3-2-2 病原体の性状等に応じて対応する時期」に記載した考え方

に基づき対策を講ずる。ただし、そのような場合においても、対策の長期化に伴う

都民生活及び都民経済への影響を勘案しつつ検討を行う。 

 

3-2-4 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 

都は、これまでに実施したまん延防止対策の評価を行い、必要に応じ、病原体の

変異や次の感染症危機に備えた対策の改善等を行う。 

 

3-3 国におけるまん延防止等重点措置の公示及び緊急事態宣言の検討等 

上記「3-2 時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方」に基づき対応する

に当たり、国におけるまん延防止等重点措置及び緊急事態措置の実施の検討につ

いては、以下の①から③までのとおりである。 

なお、これらの措置の実施に係る手続等については、第１章第３節（「実施体 

制」における対応期）3-2 の記載を参照する。 

 

① 都は、地域の感染状況や医療のひっ迫状況等の情報に基づき、リスク評価を行

い、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請するか検討す

る。【総務局】 

② 国は、ＪＩＨＳ及び都と緊密に連携し、ＪＩＨＳ等から得られる科学的知見や 

 
73 特措法第 45 条第２項 
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都の医療提供体制の状況等を勘案しつつ、新型インフルエンザ等の発生状況や患

者の発生動向の推移、病床使用率や外来のひっ迫状況、重症化率等に基づき、医

療の提供に支障が生じるおそれがある又は生じていることからこれらの措置が

必要であると認められる場合は、まん延防止等重点措置の公示又は緊急事態宣言

を行う。その際、国は、消費の状況、メンタルヘルスや社会不安に関する情報等、

国民生活及び社会経済活動に関する指標等についてもその推移を含めて確認し、

対策の効果と、国民生活及び社会経済活動に与える影響を総合的に勘案し、これ

らの措置を講ずる必要があると認められる期間及び区域、業態等について、まん

延防止等重点措置の公示又は緊急事態宣言を行う。 

③ ただし、上記 3-2 のそれぞれの時期において、主に以下の点に留意して、国 

は、これらの措置の必要性や内容を判断する。 

ア 封じ込めを念頭に対応する時期 

科学的知見が不十分と考えられる状況であっても、医療提供体制の状況等に

鑑みて必要と認められる場合には、当該状況にあることを国民等に情報提供・

共有しつつ、まん延防止等重点措置や緊急事態措置を含め、必要な対策を検討

し、迅速に実施する。 

イ 病原体の性状等に応じて対応する時期 

医療提供体制の状況等に鑑みて必要と認められる地域において、ＪＩＨＳ等

から提供される科学的知見に基づき、措置の効果と、国民生活及び社会経済活

動に与える影響を総合的に勘案した上で、必要最小限と考えられる期間及び区

域、業態等に対して措置を講ずる。 

ウ ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

上記イ「病原体の性状等に応じて対応する時期」と同様に措置を講ずるが、重

症化等のリスクが低下したことを踏まえ、対策の長期化に伴う国民生活や社会経

済活動への影響をより重視しながら、措置を講ずる期間及び区域、業態等を検討

する。 
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【対策の強度に関するイメージ】 

 
出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（まん延防止に関するガイド

ライン


